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かわじま安心お助け隊 

サポーター通信 No.15 

安全運転講習会を実施しました 

実施日：令和７年３月１７日（月）14時 00 分～1５時 00 分 

講 師：埼玉県移送サービスネットワーク  

代表：笹沼和利氏、講義：鈴木香菜子氏、他インストラクター3名 

内 容：実技（路上研修）、講義（運転時のリスク・接遇）  

 

  

 

 今年度も講師としてご協力いただいた「埼玉県移送サービスネットワーク」は、移動困難者誰もが

自由に外出できる社会を目指して活動されている団体です。福祉有償運送を実施する為の認定講習

や、道路運送法上の許可・登録を要しない移送サービスに対する運転研修等を実施されています。 

 ※ 福祉有償運送…障がい者や要介護者を対象に、市町村や非営利法人が行う輸送サービス。 

 ※ お助け隊は福祉有償運送ではなく、後者に該当します。 

 

研修報告 

 路上での実技研修は今年度で 3 年目となります。 

例年続けている事もあり、教官を務めていただいた皆さんからは「サポーター１人１人の意識の高さ

が伺えた」「ボランティアとして求められる水準を大きく超えている」と好評いただいています。 

 以下の点に注意すると更に良いとアドバイスいただきましたのでご参照ください。 

 

③ 見通しの良い交差点に要注意

① 一時停止はしっかり停まる ② センターラインに寄り過ぎない

④ 速度超過に注意

徐行ではなくしっかりと停止しましょう。 

『話に夢中になってしまい』徐行のまま通り過ぎてしまう

ケースが見受けられました。 

 

 

車線左側を空け過ぎない様に走行しましょう。 

左側を空け過ぎてしまうと自転車やバイクの追い抜きや左

折時の巻き込みの危険性があります。 

注意してください。 

見通しの良い交差点は出合い頭の追突事故の危険性があり

ます。直角方向から同一速度で走行する車は常に斜め 45

度に位置する為、止まって見えてしまう場合があります。 

道幅が同一の場合には左側からの進行車両が優先です。 

速度標識のない道路での速度超過が目立ちました。 

二車線以上の一般道は時速 60km 

中央線のない道路は時速 50km 

住宅街等の生活道路は時速 30ｋｍ となります。 



お助け隊活動時に限らず、運転中の携帯電話の使用は絶対にお辞めください。 

原則、お助け隊活動中は事務局からの電話連絡も控える様に配慮いたします。 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川島町社会福祉協議会ボランティアセンター（川島町保健センター内）  

〒350-0131 川島町平沼１１７５   ☎：０４９―２９７－７１１１  

令和 6年 11月,12,令和 7年 1～3月 実績報告 

実サポーター数：４５名 

利用登録者数：７５１名（令和７年４月３日現在） 

・通 院 82件 10,280分 

・買い物 20件   1,890分 

・その他   4件      240分 

・通 院 87件 10,420分 

・買い物 29件   2,350分 

・その他   2件      230分 

生活援助 

・買い物代行 8件 10,420分 

・調 理   3件   2,350分 

・その他   2件      230分 

外出付き添い 合計 

外出付き添い 生活援助 合計 

・通 院 84件 11,010分 

・買い物 32件   3,130分 

・その他   4件      180分 

外出付き添い 生活援助 合計 

・通 院 77件  9,840分 

・買い物 30件  2,710分 

・その他   2件     150分 

外出付き添い 生活援助 合計 

・通 院 77件   8,950分 

・買い物 30件   3,180分 

・その他   2件        80分 

外出付き添い 生活援助 合計 

令和６年１１月 

令和６年１２月 

令和７年１月 

令和７年２月 

令和７年３月 

・買い物代行 12件    670分 

・その他     1件    200分 

・買い物代行 7件     480分 

・調 理   3件     250分 

・その他   4件     150分 

・買い物代行 7件     490分 

・その他   9件     410分 

・買い物代行 6件     520分 

・調 理   2件     190分 

・その他         14件     460分 

件数：131件 

時間：13,720分 

 

 

件数：133件 

時間：15,190分 

 

 

件数：123件 

時間：13,580分 

 

 

件数：125件 

時間：13,110分 

 

 

件数：128件 

時間：13,580分 

 

 

【注意】 運転中の携帯電話の使用は法律で固く禁じられています 


